
洪水 内水氾濫 地震 大規模な火事 洪水 内水氾濫 地震 大規模な火事

板柳町福祉センター ○ ○ ○ ○ ○ ふるさとセンター広場 × × ○ ○ ×

板柳町ふるさとセンター ○ ○ ○ ○ ○ 町営野球場 × × ○ ○ ×

板柳町多目的ホールあぷる × ○ ○ ○ ○ 町営ソフトボール場 × × ○ ○ ×

板柳町老人憩いの家 × ○ ○ ○ ○ 板柳高等学校グランド × × ○ ○ ×

板柳町公民館 ○ ○ ○ ○ ○ 板柳中学校グランド × × ○ ○ ×

板柳高等学校 ○ ○ ○ ○ ○ 板柳北小学校グランド × × ○ ○ ×

板柳中学校 ○ ○ ○ ○ ○ 板柳南小学校グランド × × ○ ○ ×

板柳北小学校 ○ ○ ○ ○ ○ 小阿弥小学校グランド × × ○ ○ ×

板柳南小学校 ○ ○ ○ ○ ○ 板柳東小学校グランド × × ○ ○ ×

小阿弥小学校 ○ ○ ○ ○ ○ 上下水道課敷地 × × ○ ○ ×

板柳東小学校 ○ ○ ○ ○ ○ 飯田会館前庭 × × ○ ○ ×

いたや町集会所 ○ ○ ○ ○ ○ 横沢地区農村公園 × × ○ ○ ×

広栄町集会所 × ○ ○ ○ ○ 滝館運動場 × × ○ ○ ×

石野構造改善センター ○ ○ ○ ○ ○

野中町民会館 ○ ○ ○ ○ ○ 施設名 洪水 内水氾濫 地震 大規模な火事 指定避難所

飯田会館 × ○ ○ ○ ○ 特別養護老人ホーム鶴住荘 － － － － ○

横沢会館 × ○ ○ ○ ○ 板柳第一保育所鶴住 － － － － ○

太長会館 ○ ○ ○ ○ ○ デイサービスセンターいたや荘 － － － － ○

深味会館 ○ ○ ○ ○ ○ グループホームみどり１ － － － － ○

大俵会館 ○ ○ ○ ○ ○ グループホームみどり２ － － － － ○

高増会館 ○ ○ ○ ○ ○ みどりデイサービスセンター － － － － ○

柏木会館 ○ ○ ○ ○ ○ まちだハウス１号 － － － － ○

牡丹森会館 ○ ○ ○ ○ ○ まちだハウス２号 － － － － ○

狐森会館 ○ ○ ○ ○ ○ まちだ館 － － － － ○

日新構造改善センター ○ ○ ○ ○ ○ まちだホーム － － － － ○

滝館会館 × ○ ○ ○ ○ いたやの樹 － － － － ○

下常海橋会館 × ○ ○ ○ ○ ライフケア高増 － － － － ○

沿川北部多目的研修センター × ○ ○ ○ ○ デイサービスセンターひばの里 － － － － ○

五林平町民会館 ○ ○ ○ ○ ○ 有料老人ホームやよい － － － － ○

多目的ホールあぷる駐車場 × × ○ ○ × 有料老人ホームライラック － － － － ○

旧水道課敷地 × × ○ ○ × シニアガーデン板柳 － － － － ○

岩木川河川公園 × × ○ ○ ×

総務課　消防防災係

 （℡０１７２－７３－２１１１）

板柳町  災害時の指定緊急避難場所・指定避難所

■問い合わせ先

福祉避難所

○福祉避難所

　地域や各家庭、職場などで日頃から避難経路を確認しておきましょう。

※　避難所については、災害の規模、状況によって開設する場所を選定しますので、町からの開設情報を確認してください。

板柳町の避難場所・避難所を確認しましょう！

　板柳町では、災害が発生したときや発生する恐れがあるときに、町民の皆さまの生命、身体の安全を確保するため、洪水・
地震・火事などの災害種別ごとに「指定緊急避難場所」と「指定避難所」を指定しています（避難する場所はどこでも構いま
せん）。　　　　

して避難生活を送る場所です。

　避難勧告等の発令時には、あらかじめ決めておいた指定緊急避難場所等への移動が基本となりますが、移動することによっ
て、かえって危険であると自ら判断する場合には、建物の２階など、より安全な場所へと避難してください。
　　　　　

指定緊急避難場所・指定避難所とは？
　災害発生時に避難する場所には「指定緊急避難場所」と「指定避難所」の２種類があります。

○指定緊急避難場所
　指定緊急避難場所とは、地震などの災害が「発生した」「発生するおそれ」があり、その場にとどまっていては命の危険が
ある場合に、危険な状態が解消されるまで一時的に避難・待機する場所です。
　板柳町では公共施設、学校、学校のグラウンドなどが指定緊急避難場所として指定しております。

○指定避難所
　指定避難所とは、災害によって家屋の損傷・倒壊などの「被害を受けた」「被害を受けるおそれ」がある人が一定期間滞在

指定避難所

　板柳町では公共施設、学校、公民館などの施設を避難所に指定しており、災害の影響により帰宅することができない、また
は帰宅するべきではない人が滞在する場所です。

　福祉避難所とは、一般の指定避難所で避難生活が困難である障害者や高齢者等の特に配慮を必要とする方々（要配慮者）が
避難するために開設される避難所です。

施設名
指定緊急避難場所

指定避難所 施設名
指定緊急避難場所


